ひろしま国際交流サミット入退会要領
（趣旨）
１　この要領は、ひろしま国際交流サミット規約（以下「規約」という。）第６条に基づき、民間ボランティア団体等がひろしま国際交流サミット（以下「サミット」という。）へ入退会する際の手続きに関して必要な事項を定め、よってサミットの適正な運営を図ろうとするものである。
　

（入会資格）
２　サミットへ入会しようとする団体（以下「申込団体」という。）は、次の基準をすべて満たしていなければならない。ただし、（３）については、ひろしま国際交流サミット事務局（以下「事務局」という。）が認めた場合はこの限りではない。

　(１) 国際理解、友好親善の促進、又は国際協力のため国際交流を自ら行なう団体であること。
　(２) サミットにおいて、営利活動、政治活動及び布教活動等を行なわないこと。
　(３) 設立後１年を経過しており、かつ国際交流の実績があること。
　(４) 団体の運営について規約・規定等を有しており、団体の代表者、役員等を民主的に選出していること。
　

（入会方法）
３　申込団体は、規約の趣旨をよく理解したうえで、サミット入会申込書（別記様式第１号）に当該団体の役員名簿、規約又は規定等並びに過去１年間の活動状況を記載した報告書を添付して、事務局に提出するものとする。
　

（受理）
４　事務局は申込書の提出があった場合は、提出書類に不足のないこと及び必要事項の記載漏れがないこと等を確認したうえで受理しなければならない。
（審査）
５　事務局は、受理した申込書類により、申込団体がサミットへ入会することが適当かどうか審査するものとする。また、審査において必要と認めるときは、事務局は申込団体について所要の調査をするものとする。
（審査意見書）
６　事務局は、５の結果を基に申込団体の入会について審査意見書（別記様式第２号）を作成し、申込書類と共にサミット役員会へ提出するものとする。
　

（承認等）
７　 eq \o\ad(サミット役員会は６により事務局から提出された申込書類及び審査意見書によ,　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　)り、申込団体の入会を承認又は不承認する決定をしなければならない。
（通知）
８　事務局は、申込結果について、入会決定のお知らせ（別記様式第３号）又は入会申込結果について（お知らせ）（別記様式第４号）により当該団体へ通知するものとする。
（退会）
９  サミットから退会しようとする団体は、サミット退会届（別記様式第５号）を事務局に提出するものとする。
９－２　ひろしま国際交流サミット加盟団体名簿改訂版作成（年１回）時に、転居先不明等で、連絡がとれない団体は、退会したものとみなす。
（退会の報告）
１０ 事務局は、退会した団体をサミット役員会に報告するものとする。
１１ この要領に定めるもののほか、サミットへの入退会手続きに関し必要な事項は事務局が定める。
　　附則
　　　この要領は平成５年４月１日から施行する。
　　附則
　　　この要領は平成１０年４月１日から施行する。
